
名張市における

子どもの相談・救済制度の現状と課題

檜 垣 博 子

は じ め に

いじめ，虐待，体罰など子どもたちを取り巻く状況はとても厳しくなってい

る．2006（平成18）年に「第３のピーク期」を迎えて以後いじめは若干減少傾

向にあったが，昨今いじめ自殺が連続するなど，問題は一層深刻化してきてい

るように見える．今年の９月11日に公表された文部科学省の「児童生徒の問題

行動調査」では，昨年度中に全国で７万件を超す「いじめ」が確認された．小

中高校生の自殺は25年ぶりに200人台に達し，国立と私立を統計に加えた過去

６年間でも最多となった（朝日新聞2012年９月12日）．近頃では，大津市の中学

２年生がいじめを苦にして自殺した事件に大きな注目が集まり，各地の自治体

や学校がさまざまな「いじめ対策」に乗り出している．しかし，いじめや体罰，

不登校や親による虐待といった子どもをめぐる人権問題は周囲の目につきにく

いところで発生していることが多く，また，被害者である子ども自身も，その

被害を外部に訴えるだけの力が未完成であったり，身近に適切に相談できな

かったりする場合が少なくない．実際今回の文部科学省の調査でも「いじめら

れた児童生徒の相談状況」として「学級担任に相談」が約70％，その他「学級

担任以外の教職員に相談」「養護教諭」「スクールカウンセラー」等に相談が

あったものの「誰にも相談していない」が8.8％を占めている．

深刻さを増す子どもの人権被害に対して，学校や日常生活の場で，いじめ等

厳しい状況にある子どものSOSのサインや話を受け止めようと，文部科学省で

も全国統一の「24時間いじめ相談ダイヤル」を設置し，子どもたちの悩みを受
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け止めている．また，法務省人権擁護局でも「子どもの人権110番」を全国共通

のフリーダイヤルで実施し，人権擁護事務担当職員及び人権擁護委員（子ども

の人権専門委員）が受けている．また，都道府県や市町村等の教育委員会など

でも教育相談の機関が設置されている．このように国，都道府県，市町村など

さまざまな機関によって子どもの相談・救済がなされている．しかしながら，

1998(平成10)年５月，国連子どもの権利委員会によって，児童の権利に関する

条約の報告，審査が行われた時，日本政府に対して，これらの暴力に苦しむ子

どもの救済制度の立ち遅れを指摘し，権利侵害の救済を目的としたオンブズ

パーソン制度の創設などが勧告されている．子ども条例に基づく，子どもの相

談・救済に関する公的第三者機関は1998(平成10)年12月兵庫県川西市が子ども

の人権オンブズパーソンを創設したのを皮切りに，子どもの相談・救済に関す

る個別条例，子どもの権利総合条例，子ども施策推進条例中に子どもの相談・

救済制度を設置するよう明記され，県レベル，市町村レベルで設置されてきて

いる．子ども条例に基づき，第三者機関として子どもの相談・救済機関を設置

している自治体は2012(平成24)年９月26日現在で18，第三者機関としての設置

ではないが，システムとして相談・救済をもっている自治体は３である．さら

には東京都世田谷区をはじめ多くの自治体が検討を進めている１)．

三重県名張市でも2006(平成18)年３月に子ども条例を制定し，町をあげて子

どもを大切にし，その人権を尊重していくことを謳っている．その条例の14条

では子どもの「権利侵害の禁止」を，15条では「権利の侵害等からの救済及び

その回復」を謳い，16条では権利救済のための機関として市長の附属機関とし

て「子どもの権利救済委員会」を設置することとした．

本論文では，設置後６年を迎えた名張市での子どもの権利・救済への取り組

みの現状とその課題について明らかにしたい．

１ 名張市子ども条例と子どもの相談・救済制度

近年，社会問題として大きな注目を集めるようになった児童虐待やいじめ，

不登校等についてはその原因が極めて幅広い分野に及ぶことから，その対応は

子どもに関する施策だけではなく社会，教育等幅広い分野が連携して取り組む
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ことが求められている．国においては内閣府が青少年育成推進会議等を通じて

関係省庁と連絡をはかり，調整を行っていたものの地方自治体においては子ど

もの権利に関わる施策を総合的に推進するためのよりどころとなるものがない

のが実情であった．このような中，現代社会に生きる子どもたちの厳しい現状

を憂えた議員の有志たちがすでに川崎市等で成立していた子ども条例の影響を

受け，どのように子どもを支えていけばよいかという問題意識から名張市にお

いても子ども条例を制定すべきとの意見がだされた．2003(平成15)年以来，議

員有志が会派を超えて勉強会を立ち上げ，議論を重ね，条例案をまとめあげた．

その後，議員全員の意見交換会を経て，2006(平成18)年３月名張市議会の総意

として議案が提出され，可決された．条例案の作成過程において，議員有志に

よる当初案では子どもの権利救済に目的を絞った条例となっていたが，他の議

員も入った議論の結果，子ども施策の総合的な指針となるようにすべきとして

「子どもの権利保障（救済）」と「子どもの健全育成」の二つを柱とした総合条

例として提出された２)．

｢子どもの権利保障（救済）」については子ども条例16条第１項の規定に基づ

き市長の付属機関として「子ども権利救済委員会」が設置された．2007(平成

19)年７月には弁護士，元保護司，大学教授（＝筆者）の３名が子どもの権利救

済委員に委嘱されるなど，子どもの権利救済に向けて体制が整えられた．

｢名張市子ども条例」第16条第２項では「何人も，子どもの権利に関する事項

について，救済委員会に相談し，又は救済を申し立てることができる」，第３項

では「救済委員会は，前項による相談を受けたとき又は救済の申し立てを受理

したときは，規則の定めるところにより，事案の調査及び審議を行うものとす

る」，第４項「救済委員会は必要があると認めるときは，関係機関に対し，説明

を求め，又は書類その他の公開を求めることができる」，（第５項 略 ）

第６項「救済委員会は，調査及び審議の結果，必要があると認めるときは，関

係機関及び関係者に対して，助言又は是正の要望等を行うことができる」など

として子どもの権利救済のための体制が整えられている．また，名張市子ども

の権利救済委員会規則第10条では「権利救済委員会の職務を補助し，子どもの

権利の侵害に係る相談又は救済の申し立てに応じるため，名張市子ども相談室

名張市における子どもの相談・救済制度の現状と課題
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図１ 相談のべ件数の推移

を置く」となっており，2007(平成19)年４月に既設の家庭児童相談室に権利救

済の窓口として子ども相談室が開設され相談員１名が配置された．

２ 名張市における子どもの権利と保障

〈子ども相談室における相談・調整活動〉
３）

名張市子ども相談室は市総合センターの２階に家庭児童相談室，女性相談

室，障害者虐待防止センターなどとともに設けられ，子ども相談員２名が配置

されている４)．開室日時は祝・土・日・年末年始を除く月曜から金曜の午前８時

30分から午後５時15分である．

① 相談延べ件数 子ども相談室の開設に際して

パンフレットやカードなどによって広報された

が，開設当初の３ケ月間は全く相談がなかっ

た．しかし，その後徐々に相談件数が増加し，

2007(平成19)年度の延べ相談数は100件にの

ぼった．2007(平成19)年度から2011(平成23)年

度までの相談延べ件数の推移を図１に示す．相

談延べ件数は年々増加し，2011(平成23)年度には297件となっている．その

うちの半数以上が継続ケースである．

② 相談者 相談者の推移を図２に示す．2009(平成21)年度を除くと子ども本

人からの相談が最も多く半数以上を占める．次いで家族や親戚からの相談が

多く，2010(平成22)年度，2011(平成23)年度とおよそ30％を占めている．残

りは市役所など関係機関や学校からの相談となっている．子ども本人からの

相談を学齢別にみると図３のとおりである．中学生からの相談が圧倒的に多

かったが，2011(平成23)年度に関して言えば，高校生以上が半数以上を占め

る結果になっている．理由として継続ケースが多いため，相談者が高学齢化

してきたことが考えられる．
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図３ 子どもの相談者内訳

図２ 相談者の推移

図４ 相 談 形 態

③ 相談形態 相談形態の推移を図４に示す．なお，集計の方法が異なるので

2007(平成19)年度のものは省いた．電話による相談が最も多いが，自宅への

訪問や来所によるもの，学校訪問などとなっている．当初は電話による相談

であっても基本的には来所して面談することを促しているが，どうしても相

談室に来れない子どものために，学校や保護者の同意を得て学校や家庭を訪

問するケースが増加してきている．名張市は交通の便が悪く，市街地にある

子ども相談室に通うには時間と費用を要するため，相談員自らが家庭訪問す

名張市における子どもの相談・救済制度の現状と課題
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年度

図５ 相談内容の推移
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るケース，経済的理由によって来所が困難なケース，不登校によるものなど，

さまざまな理由から来所が困難なケースが増加してきている．

④ 相談内容 相談内容の推移を図５に示す．なお，集計の方法が異なるので

2007(平成19)，2008(平成20)年度のものは省いた．2009(平成21)年度は第１

位精神的問題，第２位不登校，３位その他となっている．2010(平成22)年度

は第１位が退学や進路変更などの進路問題，第２位が精神的問題，第３位そ

の他となっている．2011(平成23)年度も第１位が精神的問題，第２位がその

他，第３位学習など学校生活上の悩みとなっている．いずれの年度において

も精神的問題が１位にあがってきているが，思春期にリストカットや抑うつ

など深刻な問題を抱えているケースが多い．その他としてあげられているも

のの中には地域での問題や虐待相談受付後の子どもの見守りや支援が含まれ

ている５)．その他，虐待，万引きなどの非行，いじめ，子育ての悩み，教師の

指導上の問題，家族関係など家庭生活の悩みなどである．2011(平成23)年度

について相談内容を学齢別にさらに詳しく見ていくと（図６），未就学児につ

いては子どもの発達や障害，性格，子育てに関する相談が主なものであった．
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図６ 学齢別相談内容

中学生 高校生 不 明小学生

０

０

０

０

０

０

いじめ

教師の指導上の問題

交友関係

不登校

学校生活上の悩み

進路

０

１

０

12

１

５

５

０

５

８

38

29

０

０

０

０

０

０

０

２

１

０

１

０

小学生については万引きなど非行問題，ＤＶによる情緒不安定など精神的問

題，教師の指導が厳しい，言い方がきつい，など教師の指導上の問題が主な

ものである．中学生では精神的問題，不登校，進路，虐待の相談が主なもの

であった．リストカットや無気力，対人恐怖など精神的な問題から学校生活

や家庭生活が困難になってきている中学生の相談が増えている．本人の精神

的な安定のため定期的な面談が続けられ，必要に応じて心理検査や専門家が

紹介されている．高校生では進路，学習などの学校生活上の問題，その他，

虐待などとなっている．家族からの暴言・暴力やネグレクトといった相談内

容で，現在も児童相談所と連携をしながら注意深く見守りが続けられてい

る．子ども本人の相談では，本人の話をゆっくりと時間をかけて傾聴し，本

人の思いに寄り添いつつ，エンパワーメントすることで解決できるよう支援

がなされている．しかし，中学生・高校生以上になると家族関係や経済的問

題など子ども本人にとどまらない複雑なケースが増加し，本人との面談によ

るエンパワーメントだけではなく，児童相談所や家庭児童相談室など他機関

との連携が必要なケースも増加している．

〈救済の申し立ての状況〉

2007（平成19）年に「子ども権利救済委員会」が設置されて以来，2009（平

成21)年に救済の申し立てが１件あった．子どもの権利救済委員会で申し立て

の内容の審査を行い，調査した結果，調査継続が相当でないと判断し，調査を

名張市における子どもの相談・救済制度の現状と課題
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中止し，保護者と学校との間で調整活動を行った．その後，2010(平成22)年度

から2011(平成23）年度まで救済の申し立てはなかった．

〈関係機関との連携〉

市内には子ども相談室を含めて，教育委員会関係，警察関係など子どもに関

わる相談窓口が７ケ所開設されているが，それぞれの特性を生かして連携をす

るため月１回の連絡会が開催されている．また，年間６回開催されている名張

市校外生徒指導連絡協議会にも参加し，子どもや保護者の実態が定期的に報告

されている．このように関係機関と連携をすることで，情報共有が図られ，お

互いの特性を生かしつつも，方向性を確認しあいながら支援することが可能に

なっている．また，連絡協議会をもつことで，より専門性の高い機関にケース

をつなぐことが容易になり，大きな問題になる前に対応することが可能になっ

ている．また，子ども相談員が「名張市少年サポートふれあい隊」に所属し，

夕方から夜にかけてのパトロールによって直接青少年とふれあう活動にも参加

している．

〈子どもの権利の普及〜広報・啓発活動〜〉

子ども相談室の開設にあたって，市内全部の小学校・中学校・高等学校に相

談室のカードが配布された．その後は毎年小学校新１年生全員に子ども条例の

リーフレットと相談室のカードが配布されている．また，昨年度は再度市内の

全小・中学校の児童生徒に相談室のカードが配布された．子ども相談室開設直

後の2008(平成20)年には相談員が市内全部の小学校・高等学校を訪問し，子ど

も相談室について管理職に対して説明が行われた．また，市内13の小学校では

集会などに参加し，子ども相談室について相談員から児童に直接説明がされ

た．2011(平成23）年には新しくできた子ども条例啓発用パンフレットが小学

校４年生から中学校３年生の児童生徒全員，教職員，関係機関に配布された．

その他，子ども相談室の見学，小学校の人権学習においてゲストティーチャー

としてワークショップ形式での学習，市の広報誌への掲載，ホームページに子

ども条例子ども版の公開，子ども向け情報誌での子ども相談室の紹介，人権コ

ンサートや子どもフェスタなどでのポスター展示・リーフレット，啓発グッズ

の配布など子ども相談室相談員が中心になり，さまざまな方法によって子ども
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達への広報・啓発活動が展開されている．また，保育所・幼稚園の職員や市の

健康福祉部職員研修など市職員対象の条例や子どもの権利に関する講演や講座

の実施，小学校ＰＴＡや民生委員児童委員協議会連合会児童部会の研修など市

民など対象の研修会などにおいても子ども相談室相談員が中心になって子ども

の権利や子ども条例，子ども相談室などについて積極的な広報，啓発活動が展

開されている．

３ これからの取り組みと課題

①個別救済

相談業務の中心は相談・調整活動である．いじめや教師の指導上の問題など

学校で生じるさまざまな問題については現在は子ども相談での相談件数はそれ

ほど多いとは言えず，教育委員会や教育研究所を窓口として相談されている

ケースも存在する．教育研究所は，子どもや保護者に対する専門的援助機関で

あり，保護者，学校に対し，中立的な立場で相談に応じるものである．しかし，

中立的な機関であるということから，相談者に寄り添うことができなかった

り，教育委員会所属の機関であるということから，当事者性を持ったりするこ

とがあり，ケースによっては，相談に対する解決が困難な場合がある．また，

保護者と学校，あるいは教育委員会との間で肝心の子どもの気持ちがおきざり

にされ，双方の間にはさまって子どもが苦しんでいるケースもあると聞く．子

どもの相談・救済の制度においては常に子どもの最善の利益が確保できるシス

テムになっているかどうかが問われるが，この点，子ども相談の場合は子ども

自身の思いや訴えに添って解決の方法が目指されていくのでその過程自体が子

どもの最善の利益を保障し，子どものエンパワーメントにつながっていく．ま

た，第三者性，中立性をもって調整をはかっていくので当事者間の緊張を緩め，

対話を促進していくことでより問題の解決をはかりやすくする．そういった子

どもからの直接の相談に関してはカウンセリング的活動を行うなかで，傷つい

たり，苦しんだりしている子どもたちの訴えにしっかりと耳を傾け，受容し，

共感することが支援の出発点となる．また，子どものつらい気持ちを受容する

ばかりではなく，その子ども自身の問題を解決しようとする力に注目し，それ
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を支え，エンパワーメントしていくことが支援の重要な原則である．カウンセ

リング的な活動だけでは問題が解決せず，子ども自身が周囲に対して何らかの

働きかけを望んでいる場合は子どもの気持ちや考えを代弁するようなアドボカ

シー的活動を行う．さらに教師と子どもとの関係や子ども同士の関係などがこ

じれてしまって敵対的になっている場合などに，あくまで相談者である子ども

自身の最善の利益をはかりつつ関係を調整することが求められる６)．名張市子

ども相談室では相談員の人的要素が十分に反映され，子どもや保護者，学校な

ど関係機関と好ましい関係を築き上げ，相談・調整活動にそれなりに成果をあ

げてきていると考えられる．しかし，当事者である子どもの最善の利益を図る

ためには，権利擁護委員それぞれの専門分野を生かし，必要な取り組み課題の

整理，案件の対応や方向性について多様で多元的な観点から検討していくこと

が必要であろう．

子ども相談室の開設の時間についても，土曜日や夜間など子どものかけやす

い時間帯に開設されることも検討される必要があろう．また，一回の電話によ

る相談時間の平均が40分で比較的長時間であることを思えば，子どもに金銭上

の負担が無く，気兼ねなく電話がかけられるように早急にフリーダイヤル化が

実現されるべきである．

②制度への改善・評価，監視（モニター）

子どもの権利のための公的第三者機関には，個別救済の活動を軸に子どもの

権利にかかわる，監視（モニタリング），制度改善提言，教育・啓発といった相

互に関連しあう機能が求められる７)．権利救済のための申し立ては2009（平成

21)年の１件のみである．現在までのところ，学校や教師等に対して不満は

もっていても，住所や氏名を明記しての申し立てには抵抗感もあり，大抵の場

合は子どもや保護者がやれそうなことの助言を受けて問題解決にいたるケース

が多い．しかしながら，この点については制度についての広報が未だ不十分

で，市民の理解が十分ではないことが考えられる．今後より一層の広報活動を

進めていく必要があろう．

名張市では子ども相談室を中心に個別救済が図られてきているが，権利救済
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委員会は現在のところは必要に応じ随時開催となっており，十分に機能してい

るとは言いがたい状況である．権利救済委員会が定期的に開催され研究協議等

がもたれるとともに，権利救済委員自らが子どもに直接出会い，子どもの声を

受け止め，関係者に代弁し，関係をつないで解決を図る，また，子どもの権利

の侵害について独自に情報を入手するなど，さまざまな案件に積極的に関与し

ていくことが必要であろう．そうした活動を通して，関係機関への調査権限，

勧告・意見表明の権限，立法，法改正や政策提言など，条例に基づく公的，第

三者的な権利救済機関としての積極的な機能が十分に発揮していくことが求め

られる．そして，こうしたことが可能になるような制度面，財政面での充実が

図られていくことが望まれる．

③教育・啓発

子ども相談室についてはカードやリーフレット，パンフレットを配布し，相

談員が直接学校に出向いて説明するなどして，広報活動に努めてきており，そ

の成果もあって相談数は年々増加している．また，子どもからの直接の相談だ

けではなく，保護者や学校，関連機関などからの相談も徐々に増えてきている．

相談件数が増加してきているとはいうものの，相談室がどの程度子どもたちや

保護者に認知されているかというとまだまだ周知徹底されているとは言いがた

い状況にあり８），子どもたちや保護者，市民に向けて，今後より一層の広報活

動に努めていく必要がある．権利救済制度そのものに対する教育・啓発と同時

に，子どもたちや周囲の大人たちが自他の権利を尊重し，いじめや体罰，虐待

などがなくなるよう，学校における人権教育の徹底，そのための教育委員会と

の連携，市民へのさらなる啓発に努めていかなければならない．

お わ り に

子どもにとって居場所があること，一緒に遊んだり，話し合ったりできる仲

間がいること，気持ちをわかってくれる大人が身近にいることは健全な育ちに

とってとても大切なことである．しかしながら，よく「サンマが無い」と言わ

れるように，今日の子どもたちからは，彼らが豊かに育つための時間的空間的
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な余裕やゆとり，仲間などが失われてしまっている．人間関係について言え

ば，現代を生きる子どもたちが直面する課題として，喜多明人は子どもの “自

己肯定感の低下” と “人間関係不全” を挙げている．虐待問題に象徴される，

子どもにとって最愛の人間であるはずの親による子どもの受容拒否，いじめな

ど子ども同士の関係不全，体罰や学級崩壊など学校における大人（教師）と子

どもとの関係不全など，子どもを取り巻くさまざまな領域で人間関係の不全が

生じており，基本的な人間関係をつくることの困難を抱えた子どもが増加して

いるという９)．また，2007年のユニセフ調査によれば，「孤独を感じる」と回答

した子どもが３割を占めている．（諸外国は１割前後)10)．

子どもを取り巻くこのような深刻な状況から考えれば，子どもが安心してい

られる場所や悩みを相談できる場所や窓口が社会のあちらこちらに準備されて

いることの必要性や重要性は言うまでもない．条例に基づく公的第三者機関で

ある子どもの権利擁護委員会はこれらの相談機関の機能にリーガル（法的）支

援機能を加える形で，ローカルレベルで子どもを総合的に支える役割を果たし

ている11)．川西市のオンブズパーソンに支援を受けた子どもたちに対して聞き

取りという追跡調査を実施した浜田の報告によれば，子どもの気持ちがしっか

りと受け止められ，信頼と安心感の中から対話が生まれ，対話の中から問題解

決のパワーが生まれる，という．また，子どもは，自分が問題解決の主人公で

あると実感できたときに，子どもの権利救済・回復はより積極的に進むと報告

している．そして，被害を受けた子どもが最終的に救済申し立てや勧告・意見

表明という選択肢を選ばなかったとしても，相談者にとって最終的には救済や

勧告を選択することが保障されていること，つまり，法制度（条例）の枠組み

の中で支援活動が実施されることが，相談者の問題解決への主体性を高めるこ

とにつながったのではないかと推察している12)．

このように，子どもの相談・救済機関が社会のあちこちで多様に展開され，

専門的な訓練を受けた大人（市民）と繋がり，救済がはかられていくことは望

ましいことである．それと同時に，もっともっと子どもたちの身近なところで

子どもたちが安心して遊んだり，くつろいだりできる場所があり，子どもに対

する大人の理解者が増え，必要なときに手を差し伸べていけるよう，多くの大
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人たちが子ども中心の価値観を共有しつつ繋がっていく必要があると思われる．

名張市においては議員立法によって子ども条例が成立した経緯があり，行政

や市民の条例への理解や対応が不十分なままに，条例に基づくさまざまな事業

がスタートしたところがある．今後どのように条例を生かしていくか，行政や

われわれ市民に対して問われているところである．

謝辞 お忙しい中インタビューに答えてくださった名張市子ども相談室の山本

貴美恵さん，新谷美貴さんに心から御礼申し上げます．
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